
福島町政務調査費の交付に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福島町政務調査費の交付に関する条例（平成１９年福島町条

例第〇〇号。以下「条例」という。）に基づく政務調査費の交付に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（交付申請） 

第２条 条例第４条第１項に定める様式は、様式第 1 号によるものとする。 

（交付決定） 

第３条 条例第５条に定める様式は、様式第２によるものとする。 

（政務調査費の請求） 

第４条 条例第６条に定める様式は、様式第３号によるものとする。 

（使途基準の細目） 

第５条 条例第７条の使途基準の細目は、別表のとおりとする。 

（証拠書類等の整理保管） 

第６条 議員は、政務調査費の支出（条例第７条に規定する使途基準に従って行っ

た支出をいう。）について、関係書類を調製しその内訳を明確にするとともに、証

拠書類等の写しを整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提

出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

（収支報告書の閲覧） 

第７条 条例第１１条第２項の規定による収支報告書等の公開は、当該収支報告書

を提出すべき期間の末日の翌日から起算して３０日を経過した日の翌日から行

うことができる。 

 

附 則 

この規則は、平成１９年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（規則第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（規則第 3 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月   日 

   福島町長 

             様 

福島町議会議員      印 

政務調査費交付申請書 
 

福島町政務調査費の交付に関する条例第４条第１項（２項）の規定により、

下記のとおり政務調査費を申請します。 

記 

１．交付申請額（平成○○年度分）            円 

   ２．計画予定額                （単位：円） 

科  目 計画予定額 備   考 
調査研究費   
研 修 費   
会 議 費   
資料作成費   
資料購入費   
事 務 費   
合   計   

 

年   月   日 

福島町議会議員 

様          福島町長        印 

 

〇〇年度政務調査費交付決定通知書 

福島町政務調査費の交付に関する条例第５条の規定により、下記のとおり政

務調査費を決定したので、通知します。 

記 

金         円 

ただし、 年 月分～ 年 月分 



様式第３号（規則第４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

使 途 基 準 細 目 

 

項目 支出できるもの 支出することができないもの 

研
究
研
修
費 

○会場使用料 

○講師謝礼 

○講師との食事代 

○旅費（運賃、宿泊料、日当は除外） 

○研修会等参加者負担金、会費 

○車借上料（バス、タクシー等） 

○車利用の場合は有料道路代、ガソリ

ン代等、駐車料 

●議員の飲食費 

●茶菓子 

●議員個人の自動車管理費 

●政治団体等への大会、研修会等の参加

費交通費、宿泊料等 

調
査
旅
費 

○旅費（運賃、宿泊料、日当は除外） 

○車借上料（バス、タクシー等） 

○車利用の場合は有料道路代、ガソリ

ン代等、駐車料 

○視察先への手土産 

●先進地の位置付けに明確さを欠く視察 

●議員個人の自動車管理費 

●議員個人の実施する市内視察・調査費 

●政治団体等の主催する視察等への参加

費、交通費、宿泊料等 

●海外視察 

年   月   日 

福島町長 

         様 

福島町議会議員      印 

 

〇〇年度政務調査費請求書 

福島町政務調査費の交付に関する条例第６条第 1 項の規定により、下記のとおり政

務調査費を請求します。 

記 

金         円 

ただし、 年 月分～ 年 月分 



資
料
作
成
費 

○印刷費 

○写真代 

○文書コピー代 

○委託調査（コンサルタント委託）に

要する経費 

○研究・研修・視察等の報告書作成に

係る印刷代．写真代 

●議会活動報告書等の印刷、郵送料等の

経費 

●政党の宣伝活動に供する経費 

●選挙活動の資料作成費 

 

資
料
購
入
費 

○議会活動に関する図書、雑誌、報告

書等の購入費 

○新聞購読料は、2 紙目以降 3 紙目ま

で 

●議会活動（調査研究）に関係ない図書、

雑誌、報告書等 

●所属政党、宗教団体等の図書、雑誌、

報告書、新聞等 

広
聴
費 

○会場使用料 

○資料印刷費 

○会議に伴う湯茶、茶菓子 

●飲食費 

 

人
件
費 

○調査研究活動の補助員としての業務

内容が明確なアルバイト 

●秘書的な人件費 

●常用的に従事する人件費 

 

事
務
所
費 

○事務所の賃貸料 

○維持管理費 

○ＨＰ作成料、更新料 

○調査研究活動に伴う電話料、郵送料 

●自宅事務所の推持管理費 

●個人使用の電話代 

●携帯電話代 

 

そ
の
他
の
経
費 

 ●党費、党大会参加費、旅費、後援会費 

●名刺印刷代 

●選挙活動に関する経費 

●慶弔関係の経費 

●餞別、寸志、団体の総会等出席の会費 

●遊興、レクリエーション費 

●名目の如何を問わず個人的な使途に当

てる経費 

広
報
費 

 ●議会活動報告等に関す経費（作成、印

費刷、送料、人件費等） 

（広報費は、政治活動のおそれがあるの

で認めない） 

 


